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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベッドに変換されることができ且つ列に配置されることができる多数の座席を備えてい
て、各々の列は航空機の縦軸方向に伸びており、且つ各々の座席は航空機の前側に向かっ
て向けられている、航空機の乗客用の個々の座席の配列構造であって、
　それは、
　- 二つの隣接する列（２）からなる二つの側面のグループ（３a；１３a）であって、各
グループは航空機胴体の壁（４）に沿って配置されており、一つの列における座席は他の
列の座席に関して縦方向にずれている二つの側面のグループと、そして、
　- 二つの隣接する列からなる少なくとも一つの中央のグループ（３ｂ；１３ｂ）であっ
て、一つの列における座席は他の列の座席に関して縦方向にずれており、前記中央のグル
ープは通路によって側面のグループの各々から分離させられている少なくとも一つの中央
のグループと；
　第一の列における二つの連続する座席の間に、第二の列の乗客のための横方向の出入り
口を許容できるピッチ（Ｐ１）を備えている各々の側面のグループと、且つ同じ列におけ
る二つの連続する座席の間に、側面のグループに提供されているピッチよりも小さいピッ
チを備えている少なくとも一つの中央のグループ、とを備えていることを特徴とする座席
の配列構造。
【請求項２】
　通路によって互いに分離されている二つの中央のグループを備えていることを特徴とす
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る請求項１に記載の配列構造。
【請求項３】
　各座席は、傾きに対して調整可能な背中用台と、傾きに対して調整可能な座席のクッシ
ョンと、傾きに対して調整可能な脚用台及びＳ形状の固定分離シェルとを提供されており
、前記シェルは前記座席の背中用台の後ろに伸びている第一の横方向の壁（７）と、隣接
する列における近接する座席の前側に伸びている第二の横方向の壁（８）と、そして二つ
の横方向の壁の間に伸びている縦方向の壁（９）とを備えていることを特徴とする請求項
１又は２に記載の配列構造。
【請求項４】
　座席は、ベッド位置において、座席の脚用台が縦軸方向で近接している座席の固定シェ
ルの下に配置されるように配列されていることを特徴とする請求項３に記載の配列構造。
【請求項５】
　航空機胴体の壁に沿って配置されている列において、スペースが二つの連続する座席の
間に提供されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の配列構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空機における乗客用の個々の座席の配列構造に関し、そしてより特別には
、ベッドに変換されることができ且つ列に配置されることができる複数の座席を備えてい
る座席の配列構造に関しており、各々の列は輸送体の縦軸方向に伸びており、各々の座席
は航空機の前側方向に向けられている。
【背景技術】
【０００２】
　座席がベッドに変換できる航空機の客室において、前記座席の配列はいくつかの基準に
注意しなければならない：それは、事実、乗客にハイレベルの快適さを提供するのみでな
く最適の安全な状態を提供するために必要であり、それと同時に、このタイプの輸送に関
連する経済的必要条件を満たすために客室ごとに十分な数の座席を提供している。
【０００３】
　航空機の客室用で、ベッドに変換できる座席の配列構造は既に公知であり、そこにおい
ては、座席はいくつかの縦方向の列に配置されている。これらの配列構造は、中央のグル
ープと中央のグループの各々の側に位置されている列からなる二つの側面のグループとを
提供しており、中央のグループは通路によってそれぞれ二つの側面のグループから分離さ
せられている。しかしながら、このタイプの配列においては、通路からある距離で位置さ
せられている乗客は、前記通路へのアクセスを得るために、もし後者（隣席の人）が彼の
座席をベッド位置に配置していたならば、彼らの隣席の人を跨ぐことを余儀なくされる。
このタイプの配列構造は、それゆえに、もし、例えば、乗客が非常口にすばやく行かねば
ならない場合に、快適という意味においてだけでなく、また安全という意味においても非
常に十分であるとは言えない。
【発明の開示】
【０００４】
　これらの欠点を解決するために、本発明は、乗客の快適さと安全性の両方を提供する輸
送体のための座席の配列構造を提案し、それと同時に、関係している輸送のタイプに関連
する経済的必要条件に合わせてたくさんの座席を提供している。
【０００５】
　この目的のために、本発明の目的は、ベッドに変換されることができ且つ列に配置され
ることができる多数の座席を備えており、各々の列は航空機の縦軸方向に伸びており、そ
して各々の座席は航空機の前側に向かって向けられている、航空機の乗客用の個々の座席
の配列構造であって、それは、以下を備えていることを特徴としている：
―二つの隣接する列からなる二つの側面のグループであって、各グループは航空機胴体の
壁に沿って配置されており、一つの列における座席は他の列の座席に関して縦方向にずれ
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ており、そして、
―二つの隣接する列からなる少なくとも一つの中央のグループであって、一つの列におけ
る座席は他の列の座席に関して縦方向にずれており、前記中央のグループは通路によって
側面のグループの各々から分離させられており；
各々の側面のグループは、第一の列における対応する座席がベッド位置にあるとき、第一
の列における二つの連続する座席の間に、第二の列の乗客のための通路への横方向の出入
り口を許容できるピッチを備えており、そして少なくとも一つの中央のグループは、同じ
列における二つの連続する座席の間に、側面のグループに提供されているピッチよりも小
さいピッチを備えている。
【０００６】
　このような配列構造は、他の乗客の座席がベッド位置に置かれているときに、全ての乗
客が通路に到達するために隣席の乗客を跨ぐことを避けるという利点を有する。なお、こ
の配列構造は、各乗客のプライバシーを保護し且つこのように乗客の快適さをかなり改善
することができる。
【０００７】
　なお、座席間における間隙は、客室に配置される多数の座席を最適化するために列によ
って異なっている。列からなる側面のグループは、ベッド位置の二つの座席の間で利用者
の通過を許容するために十分な間隙を有しており、それと同時に、中央のグループは、こ
れらの列における座席の占有者の全てが通路へのアクセスを有しているという理由からよ
り小さい間隙を有している。
【０００８】
　特別な実施形態において、本発明による座席配列構造は、通路によってお互いから分離
されている二つの中央のグループを備えている。
【０００９】
　本発明によれば、三つの通路の存在が客室における乗客の移動をかなり改善している。
【００１０】
　また、特別な実施形態において、各々の座席は、傾きに対して調整可能な背中用台と、
傾きに対して調整可能な座席のクッションと、傾きに対して調整可能な脚用台及び実質的
にＳ形状の固定分離シェルを提供されており、前記シェルは、前記座席の背中用台の後ろ
に伸びている第一の横方向の壁と、隣接する列における近接する座席の前側に伸びている
第二の横方向の壁と、そして二つの横方向の壁の間に伸びている縦方向の壁とを備えてい
る。
【００１１】
　また、航空機の胴体の壁に沿って配置される列の二つの連続する座席の間にはスペース
が提供されることができる。
【００１２】
　本発明のその他の目的及び利点は、添付図面を参照して与えられる以下の説明の中で明
らかになるでしょう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１で説明されている座席の配列構造は、長距離輸送タイプの航空機用を意図している
。それはベッドに変換されることができ、八つの平行な列２として配置されことができる
多数の座席を備えており、各々の列２は航空機の縦方向に、言い換えると、前から後ろに
伸びている。
【００１４】
　座席の列２は、四つの平行なグループ３、即ち航空機の壁に近接している二つの側面の
グループ３aと二つの中央のグループ３bを構成するように対でグループ分けされている。
各々のグループ３は通路５によって近接するグループから分けられている。三つの通路５
がそれ故客室に提供されている：各々の側面のグループ３aと近接する中央のグループ３b
との間の一つ、そして二つの中央のグループ３bの間の通路。
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【００１５】
　なお、二つの列からなる各グループ３において、第一の列２aにおける座席と第二の列
２bにおける近接する座席はお互いに関し縦方向にずれている。
【００１６】
　描写されている例において、二つの側面の列のグループ３aは、第一の列２aにおける二
つの近接する座席の間に提供されている横方向の出入り口６を備えており、この出入り口
６は、特に前記座席がベッド位置にあるときに、第二列２bにおける近接する座席の乗客
の通行を許容するために配置されている。座席の縦方向のピッチはここではＰ１に等しい
。
【００１７】
　他方で、二つの中央の列のグループ３bは、いかなる横方向の出入り口をも備えていな
い。それから、座席の縦方向のピッチはP１よりも小さいＰ２に等しい。
【００１８】
　描写されている実施形態によれば、航空機の壁４に対して位置している乗客は、それ故
に、出入り口６を利用して彼らの場所を離れることができ、そして、その他の全ての乗客
は、彼らの右か彼らの左のどちらかの一方或いは他方の通路５への直接のアクセスを有し
ている。
【００１９】
　座席１は、傾きに対して全て調整可能である、背中用台、座席クッション及び脚用台を
提供されている。それらはまた背中用台の後ろに後部固定分離シェルと言う固定分離シェ
ルを備えている。
【００２０】
　固定シェルは、ここでは、実質的にＳの形状をしており、前記座席の背中用台の後ろに
伸びている第一の横方向の壁７と、近接する列に隣接している座席の前側において伸びて
いる第二の横方向壁８と、二つの横方向壁の間に伸びている縦方向壁９とを備えている。
【００２１】
　座席１は、ベッド位置において、縦軸方向において近接している座席の固定シェル、前
部固定分離シェルと言う、の下に座席の脚用台が配置されるように配列される。
【００２２】
　特に、このような座席は、仏国特許２，８２０，４００号の主題であるこれらに一致さ
れることができ、そこにおいては、要素の各々の動きはお互いにそして固定分離シェルと
は関係がなく、そしてそこにおいては、コントロールは、座席のまっすぐな離陸及び着陸
位置と座席の伸ばされた位置との間で、前部固定分離シェルと後部固定分離シェルとの間
にあるスペースによって許容される全ての位置を座席に採用することが可能であることを
意味している。
【００２３】
　図２における実施形態において、座席の二つの列からなる一つの中央のグループ１３b
が提供されており、図１のグループ３bの一つに一致している。側面のグループ１３aは図
１におけるこれらに一致している。
【００２４】
　前の通り、側面のグループ１３aにおける座席のピッチＰ１は中央のグループ１３bにお
ける座席のピッチＰ２よりも大きい。
【００２５】
　座席は、図１に関して説明されているものと同じタイプのものとすることができる。
【００２６】
　説明されている二つの実施形態において、出入り口６のようなスペース１５が、航空機
の胴体の壁に近接している列における二つの連続した座席の間に縦方向に提供されている
ということが特筆される。これらのスペース１５は、例えば貯蔵ユニットとして提供され
ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２７】
【図１】本発明による座席配列を備えている航空機客室の部分の概念的平面図である。
【図２】図１における細部IIの拡大図である。
【図３】他の実施例の図１同様の図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　　座席
　２　　列
　２a　　第一列
　２b　　第二列
　３　　グループ
　３a　　側面のグループ
　３b　　中央のグループ
　４　　壁
　５　　通路
　６　　出入り口
　７　　壁
　８　　壁
　９　　壁
　１３a　　側面のグループ
　１３b　　中央のグループ
　１５　　スペース

【図１】 【図２】
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